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要　旨　臨床薬剤師が主に参加する学会の一つである日本医療薬学会の専門および指導薬剤師の認定取得に
おける研究活動の要件を調査した．本研究により，日本医療薬学会の専門および指導薬剤師の認定取得を目標
とする場合は，複数査読制により審査を経て掲載される国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌への論文投稿
が必要であることがわかった．
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はじめに
　医学薬学の進歩に伴う診断・治療法の多様化・高
度化に対応するためにチーム医療の一員として，薬
剤師にも高度な専門性が求められている 1）．
　日本医療薬学会の専門薬剤師は，医療スタッフの
協働・連携によるチーム医療において質の高い薬剤
師業務を実践，また，その領域で指導的役割を果た
すことができる能力を有することが求められている

（https://www.jsphcs.jp/ ，2025 年 5 月 2 日）．
　よって，今回我々は臨床薬剤師が主に参加する学
会の一つである日本医療薬学会の専門および指導
薬剤師の認定取得における研究活動の要件として，
学会発表および論文の要件を調査した．

方　法
　日本医療薬学会の専門および指導薬剤師の認定
取得における研究活動の要件として，学会発表およ
び論文の要件を調査対象とした．日本医療薬学会の
専門および指導薬剤師のうち，医療薬学専門薬剤
師・指導薬剤師，がん専門薬剤師・指導薬剤師およ
び薬物療法専門薬剤師・指導薬剤師を対象とした．
また，調査内容は日本医療薬学会のホームページ

（https://www.jsphcs.jp/ ，2025 年 5 月 2 日）に
より取得した．

結　果
1.　研究活動の要件
　研究活動の要件として，医療薬学専門薬剤師は学
会発表かつ論文であったが，がん専門薬剤師および
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薬物療法専門薬剤師は学会発表または論文のどち
らか一方であった．また，医療薬学指導薬剤師，が
ん指導薬剤師および薬物療法指導薬剤師は学会発
表かつ論文であった．
2.　学会発表の要件
　学会発表の要件として，医療薬学専門薬剤師，が
ん専門薬剤師および薬物療法専門薬剤師は，「医療
薬学に関する全国学会，国際学会あるいは地区大会
での発表が 2 回以上あり，一般社団法人日本医療薬
学会が主催する年会において本人が筆頭発表者で
ある発表を含んでいること．」であった．また，医療
薬学指導薬剤師は「医療薬学に関する全国学会，国
際学会あるいは地区大会での発表が 10 回以上あり，
一般社団法人日本医療薬学会が主催する年会にお
いて本人が筆頭発表者である発表を含んでいるこ
と．」であり，がん指導薬剤師は「医療薬学に関する
全国学会，国際学会あるいは地区大会でのがん領域
に関する発表が 3 回以上あり，本人が筆頭発表者で
ある発表を含んでいること．あるいは国際学会筆頭
発表が 1 回以上あること．」であり，薬物療法指導
薬剤師は「国際学会，全国学会あるいは地区大会で
の発表が 3 回以上（うち，少なくとも 1 回は筆頭発
表者）あるいは国際学会発表 1 回以上．」であった．
3.　論文の要件
　論文の要件として，医療薬学専門薬剤師は「医療
薬学に関する学術論文が 2 報以上あり，本人が筆頭
著者である論文を含んでいること．学術論文は，国
際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に複数査読制
による審査を経て掲載された論文あるいは症例報
告であること（編集委員以外の複数の専門家による
査読を経ていない論文や商業誌の掲載論文は本条

の対象外）．」であり，がん専門薬剤師および薬物療
法専門薬剤師は，「本人が筆頭著者である医療薬学
に関する学術論文を 1 報以上あること．学術論文は，
国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に複数査読
制による審査を経て掲載された医療薬学に関する
学術論文あるいは症例報告であること（編集委員以
外の複数の専門家による査読を経ていない論文や
商業誌の掲載論文は本条の対象外）．」であった．ま
た，医療薬学指導薬剤師は「医療薬学に関する学術
論文が 10 報以上あり，本人が筆頭著者である論文
を含んでいること．学術論文は，国際的あるいは全
国的学会誌・学術雑誌に複数査読制による審査を経
て掲載された論文あるいは症例報告であること（編
集委員以外の複数の専門家による査読を経ていな
い論文や商業誌の掲載論文は本条の対象外）．」であ
り，がん指導薬剤師は「医療薬学に関する学術論文
を 3 報以上あり，本人が筆頭著者である論文及びが
ん領域の論文を含んでいること．あるいはがん領域
の英文論文が 1 報以上（筆頭著者）あること．学術
論文は，国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に
複数査読制による審査を経て掲載された医療薬学
に関する学術論文あるいは症例報告であること（編
集委員以外の複数の専門家による査読を経ていな
い論文や商業誌の掲載論文は本条の対象外）．」であ
り，薬物療法指導薬剤師は「複数査読制のある国際
的あるいは全国的学会誌・学術誌に掲載された医療
薬学に関する学術論文が 3 報以上（うち，少なくと
も 1 報は筆頭発表者）あるいは医療薬学領域の英文
論文筆頭著者 1 報以上（症例報告を含む）」であっ
た．

表 1　日本医療薬学会の専門および指導薬剤師取得における研究活動の要件

　 医療薬学専門薬剤師 医療薬学指導薬剤師

要件 両方 両方

学会発表

医療薬学に関する全国学会，国際学会あるいは
地区大会での発表が 2 回以上あり，一般社団法
人日本医療薬学会が主催する年会において本人
が筆頭発表者である発表を含んでいること．

医療薬学に関する全国学会，国際学会あるいは
地区大会での発表が 10 回以上あり，一般社団法
人日本医療薬学会が主催する年会において本人
が筆頭発表者である発表を含んでいること．
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　 医療薬学専門薬剤師 医療薬学指導薬剤師

論文

医療薬学に関する学術論文が 2 報以上あり，本
人が筆頭著者である論文を含んでいること．学
術論文は，国際的あるいは全国的学会誌・学術
雑誌に複数査読制による審査を経て掲載された
論文あるいは症例報告であること（編集委員以
外の複数の専門家による査読を経ていない論文
や商業誌の掲載論文は本条の対象外）．

医療薬学に関する学術論文が 10 報以上あり，本
人が筆頭著者である論文を含んでいること．学
術論文は，国際的あるいは全国的学会誌・学術
雑誌に複数査読制による審査を経て掲載された
論文あるいは症例報告であること（編集委員以
外の複数の専門家による査読を経ていない論文
や商業誌の掲載論文は本条の対象外）．

　 がん専門薬剤師 がん指導薬剤師

要件 どちらか一方 両方

学会発表

医療薬学に関する全国学会，国際学会あるいは
地区大会での発表が 2 回以上あり，一般社団法
人日本医療薬学会が主催する年会において本人
が筆頭発表者である発表を含んでいること．

医療薬学に関する全国学会，国際学会あるいは
地区大会でのがん領域に関する発表が 3 回以上
あり，本人が筆頭発表者である発表を含んでい
ること．あるいは国際学会筆頭発表が 1 回以上
あること．

論文

本人が筆頭著者である医療薬学に関する学術論
文を 1 報以上あること．学術論文は，国際的あ
るいは全国的学会誌・学術雑誌に複数査読制に
よる審査を経て掲載された医療薬学に関する学
術論文あるいは症例報告であること（編集委員
以外の複数の専門家による査読を経ていない論
文や商業誌の掲載論文は本条の対象外）．

医療薬学に関する学術論文を 3 報以上あり，本
人が筆頭著者である論文及びがん領域の論文を
含んでいること．あるいはがん領域の英文論文
が 1 報以上（筆頭著者）あること．学術論文は，
国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に複数
査読制による審査を経て掲載された医療薬学に
関する学術論文あるいは症例報告であること

（編集委員以外の複数の専門家による査読を経
ていない論文や商業誌の掲載論文は本条の対象
外）．

　 薬物療法専門薬剤師 薬物療法指導薬剤師

要件 どちらか一方 両方

学会発表

医療薬学に関する全国学会，国際学会あるいは
地区大会での発表が 2 回以上あり，一般社団法
人日本医療薬学会が主催する年会において本人
が筆頭発表者である発表を含んでいること．

国際学会，全国学会あるいは地区大会での発表
が 3 回以上（うち，少なくとも 1 回は筆頭発表
者）あるいは国際学会発表 1 回以上．

論文

本人が筆頭著者である医療薬学に関する学術論
文を 1 報以上あること．学術論文は，国際的あ
るいは全国的学会誌・学術雑誌に複数査読制に
よる審査を経て掲載された医療薬学に関する学
術論文あるいは症例報告であること（編集委員
以外の複数の専門家による査読を経ていない論
文や商業誌の掲載論文は本条の対象外）．

複数査読制のある国際的あるいは全国的学会
誌・学術誌に掲載された医療薬学に関する学術
論文が 3 報以上（うち，少なくとも 1 回は筆頭
発表者）あるいは医療薬学領域の英文論文筆頭
著者 1 報以上（症例報告を含む）

日本医療薬学会のホームページ（https://www.jsphcs.jp/ ，2025 年 5 月 2 日）により取得した．
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考　察
　本調査により，日本医療薬学会の専門および指導
薬剤師の認定取得における研究活動の要件として，
学会発表および論文の要件が確認できた．
　研究活動の要件として，がん専門薬剤師および薬
物療法専門薬剤師は学会発表または論文のどちら
か一方であった．このことから必ずしも論文が必要
とされないことが分かった．しかし，研究活動の要
件として，医療薬学専門薬剤師は学会発表かつ論文
であり，医療薬学に関する学術論文が 2 報以上，か
つ本人が筆頭著者である論文を含んでいることが
必要であることが分かった．
　また，医療薬学指導薬剤師，がん指導薬剤師およ
び薬物療法指導薬剤師は学会発表かつ論文であり，
それそれ論文が必要であることが分かった．さらに，
医療薬学指導薬剤師は学術論文 10 報以上，がん指
導薬剤師はがん領域の論文を含む 3 報以上，あるい
はがん領域の英文論文 1 報以上，薬物療法指導薬剤
師は 3 報以上，あるいは英文論文 1 報以上が必要で
あることが分かった．
　また，学術論文は，国際的あるいは全国的学会誌・
学術雑誌に複数査読制による審査を経て掲載され
た論文あるいは症例報告であることが求められてお
り，編集委員以外の複数の専門家による査読を経て
いない論文や商業誌の掲載論文は対象外となって
いることが分かった．
　我々薬剤師が日本医療薬学会の専門および指導
薬剤師の認定取得を目標とする場合，編集委員以外
の複数の専門家による査読を経ていない論文や商
業誌の掲載論文は研究活動の要件の対象外となっ
てしまうことがわかった．そのため日本医療薬学会
が発行する「医療薬学」や日本病院薬剤師会が発行
する「日本病院薬剤師会雑誌」などのような，複数
査読制により審査を経て掲載される国際的あるいは
全国的学会誌・学術雑誌への論文投稿をする必要
がある．

倫理的配慮
　本研究は，公開されているホームページの内容の
みに基づき行なっていることから，倫理委員会での

承認は必要としない．

利益相反
　本論文のすべての著者は，開示すべき利益相反は
ない．
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